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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に凹部が形成された支持体と、
　回路形成面が前記一方の面側に露出するように前記凹部に収容された半導体チップと、
　前記半導体チップの前記回路形成面上及び前記支持体の前記一方の面上に形成された、
前記半導体チップと電気的に接続される配線層を含む配線構造体と、を有し、
　前記配線構造体は、前記半導体チップの前記回路形成面及び前記支持体の前記一方の面
を直接被覆する絶縁層を含み、
　前記支持体は、貫通孔を有する第１部材及び平板状の第２部材を備え、前記第１部材を
前記第２部材の表面に直接接合してなり、
　前記凹部は、前記貫通孔の内側面及び前記貫通孔内に露出する前記第２部材の表面によ
り形成されており、
　前記第１部材は硼珪酸ガラスからなり、前記第２部材はシリコン又は金属からなり、前
記第１部材と前記第２部材とが陽極接合されている半導体パッケージ。
【請求項２】
　一方の面に凹部が形成された支持体と、
　回路形成面が前記一方の面側に露出するように前記凹部に収容された半導体チップと、
　前記半導体チップの前記回路形成面上及び前記支持体の前記一方の面上に形成された、
前記半導体チップと電気的に接続される配線層を含む配線構造体と、を有し、
　前記配線構造体は、前記半導体チップの前記回路形成面及び前記支持体の前記一方の面
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を直接被覆する絶縁層を含み、
　前記支持体は、貫通孔を有する第１部材及び平板状の第２部材を備え、前記第１部材を
前記第２部材の表面に直接接合してなり、
　前記凹部は、前記貫通孔の内側面及び前記貫通孔内に露出する前記第２部材の表面によ
り形成されており、
　前記第１部材はシリコンからなり、前記第２部材は硼珪酸ガラスからなり、前記第１部
材と前記第２部材とが陽極接合されている半導体パッケージ。
【請求項３】
　一方の面に凹部が形成された支持体と、
　回路形成面が前記一方の面側に露出するように前記凹部に収容された半導体チップと、
　前記半導体チップの前記回路形成面上及び前記支持体の前記一方の面上に形成された、
前記半導体チップと電気的に接続される配線層を含む配線構造体と、を有し、
　前記配線構造体は、前記半導体チップの前記回路形成面及び前記支持体の前記一方の面
を直接被覆する絶縁層を含み、
　前記支持体は、貫通孔を有する第１部材及び平板状の第２部材を備え、前記第１部材を
前記第２部材の表面に直接接合してなり、
　前記凹部は、前記貫通孔の内側面及び前記貫通孔内に露出する前記第２部材の表面によ
り形成されており、
　前記第１部材はシリコン又は硼珪酸ガラスからなり、前記第２部材はシリコン、硼珪酸
ガラス、又は金属からなり、前記第１部材と前記第２部材とがプラズマ接合されている半
導体パッケージ。
【請求項４】
　前記配線層は前記絶縁層上に形成され、前記絶縁層内に設けられたビアにより、前記半
導体チップの電極パッドと電気的に接続されている請求項１乃至３の何れか一項記載の半
導体パッケージ。
【請求項５】
　前記半導体チップの側面と前記凹部の内側面との間に樹脂部が設けられている請求項１
乃至４の何れか一項記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記凹部の内側面は、前記凹部の内底面側から開口端側に向かって広がるテーパ状であ
る請求項１乃至５の何れか一項記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
　一方の面に凹部が形成された支持体を作製する第１工程と、
　半導体チップを、回路形成面が前記一方の面側に露出するように前記凹部に収容する第
２工程と、
　前記半導体チップの前記回路形成面上及び前記支持体の前記一方の面上に、前記半導体
チップと電気的に接続される配線層を含む配線構造体を形成する第３工程と、を有し、
　前記支持体の前記一方の面を含む部分の材料は、シリコン又は硼珪酸ガラスであり、
　前記第１工程では、シリコン又は硼珪酸ガラスからなる第１部材に貫通孔を設け、前記
第１部材を平板状の第２部材の表面に直接接合して前記支持体を形成し、前記貫通孔の内
側面及び前記貫通孔内に露出する前記第２部材の表面により前記凹部を形成し、
　前記第３工程で形成される前記配線構造体は、前記半導体チップの前記回路形成面及び
前記支持体の前記一方の面を直接被覆する絶縁層を含む半導体パッケージの製造方法。
【請求項８】
　前記第１工程では、内側面が内底面側から開口端側に向かって広がるテーパ状の凹部を
形成する請求項７記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項９】
　前記第１部材と前記第２部材の何れか一方は硼珪酸ガラスであり、
　前記第１工程では、前記第１部材と前記第２部材とを陽極接合する請求項７又は８記載
の半導体パッケージの製造方法。
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【請求項１０】
　前記第１工程では、前記第１部材と前記第２部材とをプラズマ接合する請求項７又は８
記載の半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップと、前記半導体チップと電気的に接続された配線構造体とを有
する半導体パッケージ、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、支持体の一方の面に半導体チップを収容する凹部を形成し、主面（回路形成
面）が支持体の一方の面側に露出するように（フェイスアップの状態で）凹部に半導体チ
ップを収容し、半導体チップの主面上及び支持体の一方の面上に絶縁層と配線層とが交互
に積層された配線構造体を形成した半導体パッケージが知られている。
【０００３】
　このような半導体パッケージにおいて、支持体には、例えば、金属板が用いられていた
。より具体的には、例えば、銅板からなる支持体を準備し、準備した支持体にエッチング
等により半導体チップを収容する凹部を形成していた。又、ニッケル板上に極薄の金めっ
き層を形成し、更に、金めっき層上に半導体チップと同程度の厚さの銅めっき層を形成し
た支持体を準備し、銅めっき層にエッチング等により金めっき層の表面を露出する貫通孔
を形成し、貫通孔の内側面と金めっき層の表面により凹部を形成していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１９４３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、支持体として金属を用いると、支持体の一方の面が平滑にならないため
（支持体の一方の面の表面凹凸が大きいため）、半導体チップの主面上及び支持体の一方
の面上に形成する配線パターンの微細化が困難である。又、金属同士を金めっき層や接着
層等を介して接合すると、金めっき層や接着層の厚さを均一化することが困難なため、支
持体の一方の面が半導体チップの主面に対して傾く。そのため、半導体チップの主面上及
び支持体の一方の面上に配線パターンを形成する際の露光や現像の精度が低下し、配線パ
ターンの微細化が困難である。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、配線パターンの微細化が可能な半導
体パッケージ及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本半導体パッケージは、一方の面に凹部が形成された支持体と、回路形成面が前記一方
の面側に露出するように前記凹部に収容された半導体チップと、前記半導体チップの前記
回路形成面上及び前記支持体の前記一方の面上に形成された、前記半導体チップと電気的
に接続される配線層を含む配線構造体と、を有し、前記配線構造体は、前記半導体チップ
の前記回路形成面及び前記支持体の前記一方の面を直接被覆する絶縁層を含み、前記支持
体は、貫通孔を有する第１部材及び平板状の第２部材を備え、前記第１部材を前記第２部
材の表面に直接接合してなり、前記凹部は、前記貫通孔の内側面及び前記貫通孔内に露出
する前記第２部材の表面により形成されており、前記第１部材は硼珪酸ガラスからなり、
前記第２部材はシリコン又は金属からなり、前記第１部材と前記第２部材とが陽極接合さ
れていることを要件とする。
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【発明の効果】
【０００９】
　開示の技術によれば、配線パターンの微細化が可能な半導体パッケージ及びその製造方
法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その１）で
ある。
【図３】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その２）で
ある。
【図４】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その３）で
ある。
【図５】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その４）で
ある。
【図６】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その５）で
ある。
【図７】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その６）で
ある。
【図８】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その７）で
ある。
【図９】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その８）で
ある。
【図１０】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その９）
である。
【図１１】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その１０
）である。
【図１２】第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図（その１１
）である。
【図１３】第１の実施の形態の変形例２に係る半導体パッケージを例示する断面図である
。
【図１４】第１の実施の形態の変形例２に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図
である。
【図１５】第１の実施の形態の変形例３に係る半導体パッケージを例示する断面図である
。
【図１６】第１の実施の形態の変形例３に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図
（その１）である。
【図１７】第１の実施の形態の変形例３に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図
（その２）である。
【図１８】第２の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図１９】第２の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図である。
【図２０】第３の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図２１】第３の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１２】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る半導体パッケージの構造］



(5) JP 5636265 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

　図１は、第１の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図１を参
照するに、半導体パッケージ１０は、半導体チップ２０及び支持体３０を基体とし、その
上に配線構造体４０が形成され、更に配線構造体４０上に外部接続端子４９が形成された
構造を有する。
【００１３】
　半導体パッケージ１０の平面形状は例えば矩形状であり、その寸法は、例えば幅１５ｍ
ｍ（Ｘ方向）×奥行き１５ｍｍ（Ｙ方向）×厚さ０．８ｍｍ（Ｚ方向）程度とすることが
できる。以下、半導体パッケージ１０を構成する半導体チップ２０、支持体３０、及び配
線構造体４０を中心に詳説する。なお、半導体チップ２０において、回路形成面を主面と
称する場合がある。又、半導体チップ２０において、主面と反対側に位置する主面と略平
行な面を裏面と称する場合がある。又、半導体チップ２０において、主面及び裏面と略垂
直な面を側面と称する場合がある。
【００１４】
　半導体チップ２０は、半導体基板２１と、電極パッド２２と、突起電極２３とを有する
。半導体チップ２０は、裏面に貼り付けられた両面粘着剤３８を介して支持体３０の凹部
３０ｘ内に収容されており、半導体チップ２０の側面と凹部３０ｘの内側面との隙間には
樹脂部３９が充填されている。半導体チップ２０の厚さＴ１（両面粘着剤３８も含む）は
、例えば、３００～５００μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　半導体基板２１は、例えばシリコン（Ｓｉ）やゲルマニウム（Ｇｅ）等からなる基板に
半導体集積回路（図示せず）が形成されたものである。電極パッド２２は、半導体チップ
２０の主面２０ａ側に形成されており、半導体集積回路（図示せず）と電気的に接続され
ている。電極パッド２２の材料としては、例えばアルミニウム（Ａｌ）等を用いることが
できる。電極パッド２２の材料として、銅（Ｃｕ）とアルミニウム（Ａｌ）をこの順番で
積層したもの、銅（Ｃｕ）とアルミニウム（Ａｌ）とシリコン（Ｓｉ）をこの順番で積層
したもの等を用いても構わない。
【００１６】
　突起電極２３は電極パッド２２上に形成されている。突起電極２３としては、例えば円
柱形状の銅（Ｃｕ）ポスト等を用いることができる。突起電極２３の直径は、例えば５０
μｍ程度とすることができる。突起電極２３の高さは、例えば５～１０μｍ程度とするこ
とができる。隣接する突起電極２３のピッチは、例えば１００μｍ程度とすることができ
る。なお、電極パッド２２上に突起電極２３を設けなくてもよい。この場合には、電極パ
ッド２２自体が配線構造体４０の第１配線層４２と電気的に接続される電極となる。
【００１７】
　支持体３０の一方の面３０ａには、凹部３０ｘが形成されている。より詳しくは、支持
体３０は第１部材３１と第２部材３２とを有し、第１部材３１は平板状の第２部材３２の
表面に陽極接合されている。第１部材３１には平面形状が略矩形の貫通孔が設けられてお
り、凹部３０ｘは貫通孔の内側面及び貫通孔内に露出する第２部材３２の表面により形成
されている。凹部３０ｘには半導体チップ２０が収容されている。
【００１８】
　支持体３０の一方の面３０ａ（第１部材３１の第１絶縁層４１と接する面）は、半導体
チップ２０の主面２０ａと略面一とされている。第１部材３１の厚さＴ１（≒半導体チッ
プ２０の厚さ＋両面粘着剤３８の厚さ）は、例えば３００～５００μｍ程度とすることが
できる。第２部材３２の厚さＴ２は、例えば３００～５００μｍ程度とすることができる
。支持体３０の一方の面３０ａの幅Ｗ１は、例えば２００～５００μｍ程度とすることが
できる。
【００１９】
　第１部材３１の材料としては、シリコン又は硼珪酸ガラスを用いることができる。第２
部材３２の材料としては、シリコン、硼珪酸ガラス、又は金属を用いることができる。但
し、第１部材３１と第２部材３２は陽極接合されるので、第１部材３１と第２部材３２の
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何れか一方は硼珪酸ガラスでなければならない。つまり、第１部材３１の材料が硼珪酸ガ
ラスであれば、第２部材３２の材料はシリコン又は金属である。又、第１部材３１の材料
がシリコンであれば、第２部材３２の材料は硼珪酸ガラスである。硼珪酸ガラスはナトリ
ウムイオン等の金属イオンを含有するガラスであるため、シリコン又は金属と陽極接合す
ることができる。
【００２０】
　このように、第１部材３１と第２部材３２とが陽極接合された支持体３０を用いること
により、第１部材３１と第２部材３２とを金めっき層や接着層等を介して接合する場合の
ような金めっき層や接着層等の厚さの不均一の問題が生じないため、半導体チップ２０の
主面２０ａに対する支持体３０の一方の面３０ａの傾きを低減できる。これにより、配線
パターン形成の際の露光及び現像の精度が向上するため、半導体チップ２０の主面２０ａ
上及び支持体３０の一方の面３０ａ上に形成する配線パターンの微細化が可能となる。
【００２１】
　又、第１部材３１の材料として用いられるシリコン又は硼珪酸ガラスは、金属等と比較
すると表面が平滑であり、この点も半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一
方の面３０ａ上に形成する配線パターンの微細化を可能とする一因となる。なお、本願に
おける配線パターンの微細化とは、Ｌ／Ｓ（ライン／スペース）＝３μｍ／３μｍ以下の
配線パターンを形成することをいう。
【００２２】
　又、第１部材３１の材料としてシリコン又は硼珪酸ガラスを用いることにより、第１部
材３１の熱膨張率（ＣＴＥ）を半導体チップ２０の熱膨張率（ＣＴＥ）と同程度とするこ
とが可能となり、半導体パッケージ１０が完成した際の反りや歪み等を低減できる。ここ
で、半導体チップ２０がシリコンである場合の熱膨張率（ＣＴＥ）は３．４ｐｐｍ／℃程
度であり、硼珪酸ガラスの熱膨張率（ＣＴＥ）は３．３ｐｐｍ／℃程度である。
【００２３】
　更に、第２部材３２の熱膨張率（ＣＴＥ）を半導体チップ２０の熱膨張率（ＣＴＥ）と
同程度とするとより好ましい。半導体パッケージ１０が完成した際の反りや歪み等をより
低減できるからである。第２部材３２の材料としては、シリコン又は硼珪酸ガラスを用い
ると好適であるが、熱膨張率（ＣＴＥ）がシリコンに近い金属を用いてもよい。第２部材
３２の材料として用いる金属の一例としては、コバール（鉄５４％、ニッケル２９％、コ
バルト１７％の合金；熱膨張率（ＣＴＥ）＝３．７ｐｐｍ／℃）や４２アロイ（ニッケル
４２％、鉄５８％の合金；熱膨張率（ＣＴＥ）＝６．３ｐｐｍ／℃）等を挙げることがで
きる。又、第２部材３２の材料として金属を用いることにより、半導体チップ２０の放熱
性を向上できるという効果も得られる。
【００２４】
　樹脂部３９は、半導体チップ２０の側面と凹部３０ｘの内側面との隙間に充填されてい
る。但し、半導体パッケージ１０の製造工程によっては、樹脂部３９は、後述する第１絶
縁層４１と一体的に形成される場合もある（後述する第１の実施の形態の変形例２参照）
。樹脂部３９の材料としては、例えばエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等の絶縁性樹脂
を用いることができる。樹脂部３９の幅Ｗ２は、例えば、５００μｍ程度とすることがで
きる。
【００２５】
　配線構造体４０は、第１絶縁層４１、第１配線層４２、第２絶縁層４３、第２配線層４
４、第３絶縁層４５、第３配線層４６、ソルダーレジスト層４７が順次積層された構造を
有する。配線構造体４０の厚さＴ３は、例えば３０～５０μｍ程度とすることができる。
図１では、支持体３０の厚さ（Ｔ１＋Ｔ２）と配線構造体４０の厚さＴ３は同程度に描か
れているが、実際は、配線構造体４０の厚さＴ３は支持体３０の厚さ（Ｔ１＋Ｔ２）と比
べて大幅に薄くなっている。
【００２６】
　第１絶縁層４１は、略面一である半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一
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方の面３０ａ上に、半導体チップ２０の突起電極２３を覆うように形成されている。第１
絶縁層４１の材料としては、例えばエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等の絶縁性樹脂を
用いることができる。第１絶縁層４１の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることができる
。
【００２７】
　第１配線層４２は、第１絶縁層４１上に形成されている。第１配線層４２は、第１絶縁
層４１を貫通し突起電極２３の上面を露出する第１ビアホール４１ｘ内に充填されたビア
配線、及び第１絶縁層４１上に形成された配線パターンを有する。第１配線層４２は、第
１ビアホール４１ｘの底部に露出した突起電極２３と電気的に接続されている。第１配線
層４２の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線層４２を構
成する配線パターンの厚さは、例えば５μｍ程度とすることができる。
【００２８】
　第２絶縁層４３は、第１絶縁層４１上に、第１配線層４２を覆うように形成されている
。第２絶縁層４３の材料や厚さは、第１絶縁層４１と同様とすることができる。
【００２９】
　第２配線層４４は、第２絶縁層４３上に形成されている。第２配線層４４は、第２絶縁
層４３を貫通し第１配線層４２の上面を露出する第２ビアホール４３ｘ内に充填されたビ
ア配線、及び第２絶縁層４３上に形成された配線パターンを有する。第２配線層４４は、
第２ビアホール４３ｘの底部に露出した第１配線層４２と電気的に接続されている。第２
配線層４４の材料や厚さは、第１配線層４２と同様とすることができる。
【００３０】
　第３絶縁層４５は、第２絶縁層４３上に、第２配線層４４を覆うように形成されている
。第３絶縁層４５の材料や厚さは、第１絶縁層４１と同様とすることができる。
【００３１】
　第３配線層４６は、第３絶縁層４５上に形成されている。第３配線層４６は、第３絶縁
層４５を貫通し第２配線層４４の上面を露出する第３ビアホール４５ｘ内に充填されたビ
ア配線、及び第３絶縁層４５上に形成された配線パターンを有する。第３配線層４６は、
第３ビアホール４５ｘの底部に露出した第２配線層４４と電気的に接続されている。第３
配線層４６の材料や厚さは、第１配線層４２と同様とすることができる。
【００３２】
　ソルダーレジスト層４７は、第３絶縁層４５上に、第３配線層４６を覆うように形成さ
れている。ソルダーレジスト層４７は開口部４７ｘを有し、第３配線層４６の一部はソル
ダーレジスト層４７の開口部４７ｘの底部に露出している。ソルダーレジスト層４７の材
料としては、例えばエポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等を含む感光性樹脂等を用いること
ができる。ソルダーレジスト層４７の厚さは、例えば２０μｍ程度とすることができる。
【００３３】
　必要に応じ、開口部４７ｘの底部に露出する第３配線層４６上に、金属層を形成しても
よい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層
した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属
層）等を挙げることができる。
【００３４】
　外部接続端子４９は、開口部４７ｘの底部に露出する第３配線層４６上に（第３配線層
４６上に金属層が形成されている場合には、金属層の上に）形成されている。本実施の形
態において、半導体パッケージ１０は、外部接続端子４９の形成されている領域が半導体
チップ２０の直上の領域の周囲に拡張された所謂ファンアウト構造を有する。つまり、支
持体３０の一方の面３０ａの上方に外部接続端子４９が位置するように、配線パターンを
引き回している。隣接する外部接続端子４９のピッチは、隣接する突起電極２３のピッチ
（例えば１００μｍ程度）よりも拡大することが可能となり、例えば２００μｍ程度とす
ることができる。但し、半導体パッケージ１０は、目的に応じて所謂ファンイン構造を有
しても構わない。
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【００３５】
　外部接続端子４９は、マザーボード等の実装基板（図示せず）に設けられたパッドと電
気的に接続される端子として機能する。外部接続端子４９としては、例えば、はんだボー
ル等を用いることができる。はんだボールの材料としては、例えばＰｂを含む合金、Ｓｎ
とＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。外
部接続端子４９として、リードピン等を用いても構わない。
【００３６】
　但し、本実施の形態では外部接続端子４９を形成しているが、外部接続端子４９は必ず
しも形成する必要はない。要は、必要なときに外部接続端子４９を形成できるように第３
配線層４６の一部がソルダーレジスト層４７から露出していれば十分である。
【００３７】
　なお、本実施の形態では、支持体３０の一方の面３０ａの幅Ｗ１として２００～５００
μｍを例示した。しかし、ファンアウト構造により多端子の半導体パッケージを実現する
場合、支持体３０の一方の面３０ａの幅Ｗ１を０．５～６ｍｍ程度とし、支持体３０の一
方の面３０ａの上方に、より多数の外部接続端子４９を設けてもよい。
【００３８】
　以上が、半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の面３０ａ上に配線構
造体４０が形成された半導体パッケージ１０の構造である。
【００３９】
　［第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造方法］
　続いて、第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造方法について説明する。図２
～図１２は、第１の実施の形態に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図である。
【００４０】
　まず、図２に示す工程では、一方の面に複数の凹部３０ｘが形成された支持体３０を作
製する。なお、図２において（Ａ）は平面図、（Ｂ）は（Ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図で
ある。
【００４１】
　支持体３０は、第１部材３１と第２部材３２のそれぞれの接合面を研磨して平坦化して
から陽極接合することにより作製できる。この際、一方の面３０ａとなる面も研磨して平
坦化しておくと、配線パターンの微細化に好適である。第１部材３１は平板状の材料に平
面形状が略矩形の複数の貫通孔が設けられた部材であり、第２部材３２は平板状の部材で
ある。第２部材３２の表面に第１部材３１を陽極接合することにより、第１部材３１に形
成された平面形状が略矩形の貫通孔の内側面及び貫通孔内に露出する第２部材３２の表面
により複数の凹部３０ｘが形成された支持体３０が作製される。なお、第１部材３１の貫
通孔は、例えば、異方性エッチング等により形成できる。第１部材３１及び第２部材３２
の材料は、前述のとおりである。
【００４２】
　なお、陽極接合とは、第１部材３１と第２部材３２とを高熱と高電圧により密着接合す
る方法である。具体的には、例えば、第２部材３２の一方の面上に第１部材３１を載置し
、第１部材３１と第２部材３２のうち硼珪酸ガラスを用いている部材側を陰極、他方の部
材側を陽極として高電圧（例えば、５００Ｖ～１０００Ｖ程度）を印加しながら加熱（例
えば、２００℃～４００℃程度）する。これにより、硼珪酸ガラスを用いている部材に含
まれる金属イオンを陰極側に強制的に拡散させ、硼珪酸ガラスと他方の部材との間に静電
引力を発生させて密着させ、両者を化学的に接合することができる。
【００４３】
　支持体３０の幅Ｗ３及び奥行きＤ３は、例えば、それぞれ２００ｍｍ程度とすることが
できる。支持体３０の第１部材３１の厚さ（凹部３０ｘの深さ）Ｔ１は、例えば３００～
５００μｍ程度とすることができる。第２部材３２の厚さＴ２は、例えば３００～５００
μｍ程度とすることができる。凹部３０ｘの幅Ｗ４及び奥行きＤ４は、例えば、それぞれ
１５ｍｍ程度とすることができる。但し、凹部３０ｘは、後述する工程（図４参照）にお
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いて半導体チップ２０が収容される部分であるため、凹部３０ｘの幅Ｗ４×奥行きＤ４は
、半導体チップ２０の幅×奥行きよりも若干大きくなるように適宜決定される。又、第１
部材３１の厚さ（凹部３０ｘの深さ）Ｔ１は、裏面に両面粘着剤３８が貼り付けられた半
導体チップ２０の厚さと同程度になるように適宜決定される。
【００４４】
　なお、本実施の形態では、支持体３０の平面形状が矩形である場合を例示するが、支持
体３０の平面形状は円形や楕円形等であっても構わない。又、図２では、図を簡略化する
ために、２００×２００ｍｍ程度の支持体３０に１５ｍｍ×１５ｍｍ程度の凹部３０ｘを
９個設けるように図示されているが、実際は更に多数の凹部３０ｘが形成される。
【００４５】
　次に、図３に示す工程では、主面側に電極パッド２２及び突起電極２３が形成された半
導体チップ２０を所定の数量だけ準備する。半導体チップ２０の裏面には、両面粘着剤３
８が貼り付けられている。裏面に両面粘着剤３８が貼り付けられた半導体チップ２０は、
例えば複数の半導体チップ２０を有するウェハの裏面全体にフィルム状の両面粘着剤３８
を貼り付け、次にウェハを個片化することにより作製できる。
【００４６】
　なお、半導体チップ２０を薄型化する必要がある場合には、例えば、ウェハの段階でバ
ックサイドグラインダー等を用いてウェハの裏面を研削して薄型化しておけばよい。そし
て、その後ウェハの裏面に両面粘着剤３８を貼り付ければよい。裏面に両面粘着剤３８が
貼り付けられた半導体チップ２０の厚さＴ１は例えば３００～５００μｍ程度とすること
ができる。なお、両面粘着剤３８の厚さは、例えば、数十μｍ程度とすることができる。
【００４７】
　なお、図３に示す工程で、裏面に両面粘着剤３８が貼り付けられていない半導体チップ
２０を準備してもよい。その場合には、図４に示す工程よりも前に、支持体３０の各凹部
３０ｘの内底面にフィルム状の両面粘着剤３８をラミネートしておけばよい。
【００４８】
　次に、図４に示す工程では、裏面に両面粘着剤３８が貼り付けられた半導体チップ２０
を、主面２０ａが支持体３０の一方の面３０ａ側に露出するように（フェイスアップの状
態で）、支持体３０の各凹部３０ｘに収容する。すなわち、半導体チップ２０を、突起電
極２３が凹部３０ｘの開口部から露出するように収容する。半導体チップ２０は、両面粘
着剤３８により、凹部３０ｘ内に固着される。支持体３０及び半導体チップ２０には、予
め位置決め用のアライメントマークが形成されている。所定の位置決め装置を用いて支持
体３０及び半導体チップ２０のアライメントマークを認識し、支持体３０に対して半導体
チップ２０を位置決めすることにより、支持体３０の各凹部３０ｘに半導体チップ２０を
収容できる。
【００４９】
　前述のように、半導体チップ２０を収容するために、凹部３０ｘの幅×奥行きは半導体
チップ２０の幅×奥行きよりも若干大きくなるような寸法とされているので、半導体チッ
プ２０の側面と凹部３０ｘの内側面との間には空隙部３５が形成される。空隙部３５の幅
Ｗ２は、例えば５００μｍ程度とすることができる。なお、本実施の形態では、支持体３
０の一方の面３０ａと半導体チップ２０の主面２０ａとは略面一とされている。
【００５０】
　次に、図５に示す工程では、図４に示す空隙部３５に、例えば、ディスペンサ等を用い
て樹脂部３９を充填する。樹脂部３９の材料としては、例えば熱硬化性を有する液状又は
ペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いることができる。樹脂部３９は
、空間充填性に優れた材料を用いることが好ましい。樹脂部３９の材料として熱硬化性を
有する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いた場合には、空
隙部３５に樹脂部３９を充填した後、樹脂部３９を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００５１】
　次に、図６に示す工程では、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方
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の面３０ａ上に、各半導体チップ２０の主面２０ａ側に設けられた突起電極２３を被覆す
る第１絶縁層４１を形成する。第１絶縁層４１の材料としては、例えば熱硬化性を有する
シート状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等の絶縁性樹脂、又は、熱硬化性を有する
液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等の絶縁性樹脂を用いることが
できる。
【００５２】
　第１絶縁層４１は、後述する工程（図７参照）でレーザ加工法等により第１ビアホール
４１ｘを形成しやすくするために、例えばシリカ（ＳｉＯ２）等のフィラーが含有された
加工性に優れた樹脂材を用いることが好ましい。第１絶縁層４１に含有されるフィラーの
量を調整することにより、第１絶縁層４１の熱膨張率を調整することもできる。他の絶縁
層についても同様である。第１絶縁層４１の厚さは、例えば１０μｍ程度とすることがで
きる。
【００５３】
　第１絶縁層４１の材料として熱硬化性を有するシート状のエポキシ系樹脂やポリイミド
系樹脂等を用いた場合には、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の
面３０ａ上に、半導体チップ２０の突起電極２３を覆うようにシート状の第１絶縁層４１
をラミネートする。そして、ラミネートした第１絶縁層４１を押圧しながら硬化温度以上
に加熱して硬化させる。なお、第１絶縁層４１を真空雰囲気中でラミネートすることによ
り、第１絶縁層４１中へのボイドの巻き込みを防止することができる。
【００５４】
　第１絶縁層４１の材料として熱硬化性を有する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂や
ポリイミド系樹脂等を用いた場合には、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３
０の一方の面３０ａ上に、半導体チップ２０の突起電極２３を覆うように液状又はペース
ト状の第１絶縁層４１を例えばスピンコート法等により塗布する。そして、塗布した第１
絶縁層４１を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００５５】
　次に、図７に示す工程では、第１絶縁層４１に、第１絶縁層４１を貫通し突起電極２３
の上面を露出する第１ビアホール４１ｘを形成する。第１ビアホール４１ｘは、例えばＣ
Ｏ２レーザ等を用いたレーザ加工法により形成できる。レーザ加工法により形成した第１
ビアホール４１ｘは、第２絶縁層４３が形成される側に開口されていると共に、突起電極
２３の上面によって底面が形成された、開口部の面積が底面の面積よりも大となる円錐台
状の凹部となる。なお、他のビアホールもレーザ加工法により形成すると同様の形状とな
る。第１ビアホール４１ｘをレーザ加工法により形成した場合には、デスミア処理を行い
、第１ビアホール４１ｘの底部に露出する突起電極２３の上面に付着した第１絶縁層４１
の樹脂残渣を除去することが好ましい。他のビアホールをレーザ加工法により形成する場
合も同様である。
【００５６】
　なお、第１ビアホール４１ｘは、第１絶縁層４１として感光性樹脂を用い、フォトリソ
グラフィ法により第１絶縁層４１をパターニングすることにより形成しても構わない。又
、第１ビアホール４１ｘは、第１ビアホール４１ｘに対応する位置をマスクするスクリー
ンマスクを介してペースト状の樹脂を印刷し硬化させることにより形成しても構わない。
【００５７】
　次に、図８に示す工程では、第１絶縁層４１上に第１配線層４２を形成する。第１配線
層４２は、第１ビアホール４１ｘ内に充填されたビア配線、及び第１絶縁層４１上に形成
された配線パターンを含んでいる。第１配線層４２は、第１ビアホール４１ｘの底部に露
出した突起電極２３と直接電気的に接続される。第１配線層４２の材料としては、例えば
銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線層４２は、セミアディティブ法やサブトラ
クティブ法等の各種の配線形成方法を用いて形成することができるが、一例としてセミア
ディティブ法を用いて第１配線層４２を形成する方法を以下に示す。
【００５８】
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　まず、無電解めっき法又はスパッタ法により、第１ビアホール４１ｘの底部に露出した
突起電極２３の上面、及び第１ビアホール４１ｘの内壁を含む第１絶縁層４１上に銅（Ｃ
ｕ）等からなるシード層（図示せず）を形成する。更に、シード層上にレジスト層（図示
せず）を形成し、形成したレジスト層（図示せず）を露光及び現像することで第１配線層
４２に対応する開口部を形成する。
【００５９】
　そして、シード層を給電層に利用した電解めっき法により、レジスト層の開口部に銅（
Ｃｕ）等からなる配線層（図示せず）を形成する。続いて、レジスト層を除去した後に、
配線層をマスクにして、配線層に覆われていない部分のシード層をエッチングにより除去
する。これにより、第１配線層４２が、第１絶縁層４１上に形成される。
【００６０】
　次に、図９に示す工程では、図６～図８と同様な工程を繰り返すことにより、第２絶縁
層４３、第２配線層４４、第３絶縁層４５、及び第３配線層４６を積層する。すなわち、
第１配線層４２を被覆する第２絶縁層４３を形成した後に、第１配線層４２上の第２絶縁
層４３の部分に第２ビアホール４３ｘを形成する。
【００６１】
　更に、第２絶縁層４３上に、第２ビアホール４３ｘを介して第１配線層４２に接続され
る第２配線層４４を形成する。第２配線層４４としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いるこ
とができる。第２配線層４４は、例えばセミアディティブ法により形成される。
【００６２】
　更に、第２配線層４４を被覆する第３絶縁層４５を形成した後に、第２配線層４４上の
第３絶縁層４５の部分に第３ビアホール４５ｘを形成する。更に、第３絶縁層４５上に、
第３ビアホール４５ｘを介して第２配線層４４に接続される第３配線層４６を形成する。
第３配線層４６としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第３配線層４６
は、例えばセミアディティブ法により形成される。
【００６３】
　図６～図９の工程により、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の
面３０ａ上に３層のビルドアップ配線層（第１配線層４２、第２配線層４４、及び第３配
線層４６）が形成される。なお、ビルドアップ配線層は１層や２層でもよいし、図９の工
程の後に更に図６～図８の工程を必要回数だけ繰り返すことにより、４層以上のビルドア
ップ配線層を形成してもよい。
【００６４】
　次に、図１０に示す工程では、第３絶縁層４５上に、第３配線層４６を覆うように開口
部４７ｘを有するソルダーレジスト層４７を形成する。具体的には、第３絶縁層４５上に
、第３配線層４６を覆うように、例えばエポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等を含む感光性
樹脂からなるソルダーレジストを塗布する。そして、塗布したソルダーレジストを露光及
び現像することで開口部４７ｘを形成する。これにより、開口部４７ｘを有するソルダー
レジスト層４７が形成される。第３配線層４６の一部は、ソルダーレジスト層４７の開口
部４７ｘの底部に露出する。
【００６５】
　必要に応じ、開口部４７ｘの底部に露出する第３配線層４６上に、金属層を形成しても
よい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層
した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属
層）等を挙げることができる。金属層は、例えば、無電解めっき法により形成することが
できる。
【００６６】
　図６～図１０の工程により、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方
の面３０ａ上に、各半導体チップと電気的に接続される配線層を含む配線構造体４０が形
成される。
【００６７】
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　次に、図１１に示す工程では、開口部４７ｘの底部に露出する第３配線層４６上に（第
３配線層４６上に金属層が形成されている場合には、金属層の上に）外部接続端子４９を
形成する。本実施の形態において、半導体パッケージ１０は、外部接続端子４９の形成さ
れている領域が半導体チップ２０の直上の領域の周囲に拡張された所謂ファンアウト構造
を有する。但し、半導体パッケージ１０は、目的に応じて所謂ファンイン構造を有しても
構わない。
【００６８】
　外部接続端子４９は、マザーボード等の実装基板（図示せず）に設けられたパッドと電
気的に接続される端子として機能する。外部接続端子４９としては、例えば、はんだボー
ル等を用いることができる。はんだボールの材料としては、例えばＰｂを含む合金、Ｓｎ
とＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。
【００６９】
　外部接続端子４９は、例えば第３配線層４６上に（第３配線層４６上に金属層が形成さ
れている場合には、金属層の上に）表面処理剤としてのフラックスを塗布した後、はんだ
ボールを搭載し、２４０℃～２６０℃程度の温度でリフローし、その後、表面を洗浄して
フラックスを除去することにより形成できる。但し、外部接続端子４９として、リードピ
ン等を用いても構わない。
【００７０】
　但し、本実施の形態では外部接続端子４９を形成しているが、外部接続端子４９は必ず
しも形成する必要はない。要は、必要なときに外部接続端子を形成できるように第３配線
層４６の一部がソルダーレジスト層４７の開口部４７ｘから露出していれば十分である。
【００７１】
　次に、図１２に示す工程では、図１１に示す構造体を所定の位置で切断することにより
支持体３０及び配線構造体４０を個片化し、半導体パッケージ１０が完成する。図１２に
示す構造体の切断は、ダイシングブレード５７を用いたダイシング等によって行うことが
できる。なお、個片化は、隣接する半導体チップ２０間の支持体３０及び配線構造体４０
を切断することにより行うが、その際、複数の半導体チップ２０を有するように切断して
も構わない。その場合には、複数の半導体チップ２０を有する半導体パッケージが作製さ
れる。
【００７２】
　このように、第１の実施の形態によれば、第１部材の材料としてシリコン又は硼珪酸ガ
ラスを用い、第２部材の材料としてシリコン、硼珪酸ガラス、又は金属を用いる（但し、
第１部材及び第２部材の何れか一方は、硼珪酸ガラスである）。そして、第１部材と第２
部材とを陽極接合して一方の面に凹部が形成された支持体を作製し、凹部内に半導体チッ
プを収容して、半導体チップの主面上及び支持体の一方の面上に配線構造体を形成する。
【００７３】
　その結果、第１部材と第２部材とを金めっき層や接着層等を介して接合する場合のよう
な金めっき層や接着層等の厚さの不均一の問題が生じないため、半導体チップの主面に対
する支持体の一方の面の傾きを低減できる。これにより、配線パターン形成の際の露光及
び現像の精度が向上するため、半導体チップの主面上及び支持体の一方の面上に形成する
配線パターンの微細化が可能となる。又、第１部材の材料として用いられるシリコン又は
硼珪酸ガラスは、金属等と比較すると表面（支持体の一方の面）が平滑であり、この点で
も半導体チップの主面上及び支持体の一方の面上に形成する配線パターンの微細化及び高
密度化に寄与する。
【００７４】
　又、第１部材の材料としてシリコン又は硼珪酸ガラスを用いることにより、第１部材の
熱膨張率（ＣＴＥ）を半導体チップの熱膨張率（ＣＴＥ）と同程度とすることが可能とな
り、半導体パッケージが完成した際の反りや歪み等を低減できる。
【００７５】
　更に、第２部材の熱膨張率（ＣＴＥ）を半導体チップ及び第１部材の熱膨張率（ＣＴＥ
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）と同程度とすることにより、半導体パッケージが完成した際の反りや歪み等をより低減
できる。第２部材の材料としては、シリコン又は硼珪酸ガラスを用いると好適であるが、
熱膨張率（ＣＴＥ）がシリコンに近いコバールや４２アロイ等の金属を用いてもよい。又
、第２部材の材料として金属を用いることにより、半導体チップの放熱性を向上できると
いう効果も得られる。
【００７６】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
　第１の実施の形態では、第１部材３１と第２部材３２とを陽極接合することにより支持
体３０を作製する例を示した。第１の実施の形態の変形例１では、第１部材３１と第２部
材３２とをプラズマ接合することにより支持体３０を作製する例を示す。
【００７７】
　支持体３０を作製する際に、第１部材３１と第２部材３２とを陽極接合することに代え
て、第１部材３１と第２部材３２とをプラズマ接合してもよい。本願におけるプラズマ接
合とは、第１部材３１と第２部材３２のそれぞれの接合面を研磨して平坦化してから、第
１部材３１と第２部材３２のそれぞれの接合面をプラズマ（例えば、Ａｒプラズマ等）に
曝すことにより、それぞれの接合面の酸化膜や汚染物等を除去し、それぞれの接合面を酸
化膜等が全くない状態で当接させて、原子間力に基づいて接合する方法の総称である。つ
まり、本願におけるプラズマ接合は、所謂プラズマ活性化低温接合、プラズマ低温接合、
プラズマ照射による表面活性化接合、常温接合等を含む概念である。
【００７８】
　第１部材３１と第２部材３２とをプラズマ接合する場合、第１部材３１の材料としては
、シリコン又は硼珪酸ガラスを用いることができる。第２部材３２の材料としては、シリ
コン、硼珪酸ガラス、又は金属を用いることができる。第１部材３１と第２部材３２とを
陽極接合する場合と異なり、第１部材３１と第２部材３２の何れか一方が硼珪酸ガラスで
あるという条件は不要である。従って、上に例示した材料を任意に組合わせてよく、同一
材料同士もプラズマ接合可能である。
【００７９】
　このように、第１の実施の形態の変形例１によれば、第１部材と第２部材とをプラズマ
接合しても、第１の実施の形態と同様の効果を奏するが、更に、以下の効果を奏する。す
なわち、第１部材と第２部材の何れも硼珪酸ガラスである場合や、第１部材と第２部材の
何れにも硼珪酸ガラスを用いない場合等でも接合可能となり、材料選択の自由度を向上で
きる。
【００８０】
　なお、本願では、第１部材と第２部材とを金めっき層や接着層等を介さずに陽極接合や
プラズマ接合等の方法を用いて直接接合することにより、第１の実施の形態で示した効果
を奏することができる。
【００８１】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態では、図５に示す工程で、図４に示す空隙部３５に樹脂部３９を充填
した。第１の実施の形態の変形例２では、図５に示す工程を省略する例を示す。なお、第
１の実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形態と同一構成部品についての
説明は省略する。
【００８２】
　図１３は、第１の実施の形態の変形例２に係る半導体パッケージを例示する断面図であ
る。図１３を参照するに、半導体パッケージ１０Ａは、半導体チップ２０の側面と凹部３
０ｘの内側面との隙間に樹脂部３９に代えて第１絶縁層４１が充填されている点が、半導
体パッケージ１０（図１参照）と相違している。
【００８３】
　半導体パッケージ１０Ａを製造するためには、まず、第１の実施の形態の図２～図４に
示す工程を実行する。次に、図１４に示す工程では、第１絶縁層４１の材料として熱硬化
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性を有する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いる。そして
、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の面３０ａ上に、半導体チッ
プ２０の突起電極２３を覆うように液状又はペースト状の第１絶縁層４１を例えばスピン
コート法等により塗布する。この際、液状又はペースト状の第１絶縁層４１の材料は、図
４に示す空隙部３５にも充填される。そして、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支
持体３０の一方の面３０ａ上に塗布されると共に図４に示す空隙部３５に充填された第１
絶縁層４１を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００８４】
　これにより、１つの工程で、空隙部３５に第１絶縁層４１の材料である樹脂を充填する
とともに、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の面３０ａ上に、半
導体チップ２０の突起電極２３を覆うように第１絶縁層４１を形成することができる。そ
の結果、製造工程を簡略化し半導体パッケージ１０Ａの製造コストを削減する効果が得ら
れる。
【００８５】
　次に、第１の実施の形態の図７～図１２に示す工程を実行することにより、図１３に示
す半導体パッケージ１０Ａが完成する。なお、図１４に示す工程で第１絶縁層４１として
液状又はペースト状の感光性樹脂を用いると、図７に示す工程でフォトリソグラフィ法を
用いて第１絶縁層４１をパターニングすることにより第１ビアホール４１ｘを形成できる
。
【００８６】
　このように、第１の実施の形態の変形例２によれば、第１の実施の形態と同様の効果を
奏するが、更に、以下の効果を奏する。すなわち、第１絶縁層の材料として熱硬化性を有
する液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いることにより、１
つの工程で、空隙部に第１絶縁層の材料である樹脂を充填するとともに、各半導体チップ
の主面上及び支持体の一方の面上に、半導体チップの突起電極を覆うように第１絶縁層を
形成できる。その結果、製造工程を簡略化し半導体パッケージの製造コストを削減できる
。
【００８７】
　〈第１の実施の形態の変形例３〉
　第１の実施の形態では、図５に示す工程で、図４に示す空隙部３５の全部に樹脂部３９
を充填した。すなわち、樹脂部３９の上面が半導体チップ２０の主面２０ａと略面一にな
る位置まで樹脂部３９を充填した。第１の実施の形態の変形例３では、図５に示す工程で
、図４に示す空隙部３５の一部に樹脂部３９を充填する例を示す。なお、第１の実施の形
態の変形例３において、既に説明した実施の形態及びその変形例と同一構成部品について
の説明は省略する。
【００８８】
　図１５は、第１の実施の形態の変形例３に係る半導体パッケージを例示する断面図であ
る。図１５を参照するに、半導体パッケージ１０Ｂは、半導体チップ２０の側面と凹部３
０ｘの内側面との隙間の一部（両面粘着剤３８側）に樹脂部３９が充填され、隙間の残部
（電極パッド２２側）に第１絶縁層４１が充填されている点が、半導体パッケージ１０（
図１参照）と相違している。
【００８９】
　半導体パッケージ１０Ｂを製造するためには、まず、第１の実施の形態の図２～図４に
示す工程を実行する。次に、図１６に示す工程では、図４に示す空隙部３５の一部に樹脂
部３９を充填する。樹脂部３９の材料としては、例えば熱硬化性を有する液状又はペース
ト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いることができる。樹脂部３９は、空間
充填性に優れた材料を用いることが好ましい。樹脂部３９の材料として熱硬化性を有する
液状又はペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いた場合には、空隙部３
５の一部に樹脂部３９を充填した後、樹脂部３９を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００９０】
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　次に、図１７に示す工程では、第１絶縁層４１の材料として熱硬化性を有する液状又は
ペースト状のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等を用いる。そして、各半導体チップ２
０の主面２０ａ上及び支持体３０の一方の面３０ａ上に、半導体チップ２０の突起電極２
３を覆うように液状又はペースト状の第１絶縁層４１を例えばスピンコート法等により塗
布する。この際、液状又はペースト状の第１絶縁層４１の材料は、空隙部３５の樹脂部３
９の上部にも充填される。そして、各半導体チップ２０の主面２０ａ上及び支持体３０の
一方の面３０ａ上に塗布されると共に空隙部３５の樹脂部３９の上部に充填された第１絶
縁層４１を硬化温度以上に加熱して硬化させる。
【００９１】
　次に、第１の実施の形態の図７～図１２に示す工程を実行することにより、図１５に示
す半導体パッケージ１０Ｂが完成する。なお、図１７に示す工程で第１絶縁層４１として
液状又はペースト状の感光性樹脂を用いると、図７に示す工程でフォトリソグラフィ法を
用いて第１絶縁層４１をパターニングすることにより第１ビアホール４１ｘを形成できる
。
【００９２】
　このように、第１の実施の形態の変形例３によれば、第１の実施の形態と同様の効果を
奏するが、更に、以下の効果を奏する。すなわち、空隙部の一部のみを樹脂部で充填する
ことにより、樹脂部が各半導体チップの主面上又は支持体の一方の面上にはみ出す虞を排
除できる。
【００９３】
　〈第２の実施の形態〉
　第１の実施の形態では、第１部材３１と第２部材３２とを有する支持体３０を用いる例
を示した。第２の実施の形態では、単一の材料からなる支持体を用いる例を示す。なお、
第２の実施の形態において、既に説明した実施の形態及びその変形例と同一構成部品につ
いての説明は省略する。
【００９４】
　図１８は、第２の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図１８
を参照するに、半導体パッケージ１０Ｃは、支持体３０が支持体６０に置換されている点
が、半導体パッケージ１０（図１参照）と相違している。
【００９５】
　支持体６０は単一の材料からなり、一方の面６０ａに凹部６０ｘが形成されている。凹
部６０ｘ内には半導体チップ２０が収容されている。支持体６０の一方の面６０ａは、半
導体チップ２０の主面２０ａと略面一とされている。凹部６０ｘの深さＴ１（≒半導体チ
ップ２０の厚さ＋両面粘着剤３８の厚さ）は、例えば３００～５００μｍ程度とすること
ができる。半導体チップ２０の裏面側の支持体６０の厚さＴ２は、例えば３００～５００
μｍ程度とすることができる。半導体チップ２０の側面側の支持体６０の一方の面６０ａ
の幅Ｗ１は、例えば２００～５００μｍ程度とすることができる。支持体６０の材料とし
ては、シリコン又は硼珪酸ガラスを用いることができる。
【００９６】
　このように、支持体６０の材料としてシリコン又は硼珪酸ガラスを用いることにより、
金属等と比較して表面（支持体６０の一方の面６０ａ）を平滑にできるため、半導体チッ
プ２０の主面２０ａ上及び支持体６０の一方の面６０ａ上に形成する配線パターンの微細
化が可能となる。
【００９７】
　又、支持体６０の材料としてシリコン又は硼珪酸ガラスを用いることにより、支持体６
０の熱膨張率（ＣＴＥ）を半導体チップ２０の熱膨張率（ＣＴＥ）と同程度とすることが
可能となり、半導体パッケージ１０Ｃが完成した際の反りや歪み等を低減できる。
【００９８】
　半導体パッケージ１０Ｃを製造するためには、まず、図１９に示す工程において、凹部
６０ｘを有する支持体６０を作製する。凹部６０ｘは、例えば、支持体６０上に凹部６０
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ｘを形成する領域のみを露出するレジスト層を形成し、レジスト層をマスクとして支持体
６０をエッチングすることにより形成できる。エッチングとしては、例えばＳＦ６（六フ
ッ化硫黄）を用いた反応性イオンエッチング（DRIE：Deep　Reactive　Ion　Etching）等
の異方性エッチング法を用いると好適である。その後、第１の実施の形態の図３～図１２
に示す工程を実行することにより、図１８に示す半導体パッケージ１０Ｃが完成する。
【００９９】
　このように、第２の実施の形態によれば、シリコン又は硼珪酸ガラスの単一の材料にエ
ッチング等により凹部を形成した支持体を用いても、第１の実施の形態と同様の効果を奏
する。
【０１００】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、内側面がテーパ状の凹部を有する支持体を用いる例を示す。な
お、第３の実施の形態において、既に説明した実施の形態及びその変形例と同一構成部品
についての説明は省略する。
【０１０１】
　図２０は、第３の実施の形態に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図２０
を参照するに、半導体パッケージ１０Ｄは、凹部３０ｘが凹部３０ｙに置換されている点
が、半導体パッケージ１０（図１参照）と相違している。
【０１０２】
　支持体３０の一方の面３０ａには、凹部３０ｙが形成されている。より詳しくは、支持
体３０は第１部材３１と第２部材３２とを有し、第１部材３１は平板状の第２部材３２の
表面に陽極接合されている。第１部材３１には平面形状が略矩形の貫通孔が設けられてお
り、凹部３０ｙは貫通孔の内側面及び貫通孔内に露出する第２部材３２の表面により形成
されている。凹部３０ｙには半導体チップ２０が収容されている。
【０１０３】
　第１部材３１に形成された貫通孔の内側面は、開口端側（第１絶縁層４１側）の面積が
底面側（第２部材３２側）の面積がよりも広くなるようにテーパ状とされている。つまり
、凹部３０ｙは、第２部材３２の表面によって形成された平面形状が略矩形の底面と、こ
の底面に対して傾斜しており底面側から開口端側に向かって徐々に広がるテーパ状に形成
された内側面とを有する。
【０１０４】
　樹脂部３９は、半導体チップ２０の側面と凹部３０ｙのテーパ状の内側面との隙間に充
填されている。支持体３０の一方の面３０ａの幅Ｗ１は、例えば２００～５００μｍ程度
とすることができる。樹脂部３９の最大幅Ｗ２は、例えば、１０００μｍ程度とすること
ができる。
【０１０５】
　このように、内側面がテーパ状の凹部３０ｙを有する支持体３０を用いることにより、
半導体チップ２０の側面と凹部３０ｙのテーパ状の内側面との隙間に樹脂部３９を充填す
ることが容易となる。
【０１０６】
　半導体パッケージ１０Ｄを製造するためには、まず、図２１に示す工程において、凹部
３０ｙを有する支持体３０を作製する。凹部３０ｙの底面側の幅Ｗ４及び奥行きＤ４は、
例えば、それぞれ１５ｍｍ程度とすることができる。凹部３０ｙの開口端側の幅Ｗ５及び
奥行きＤ５は、例えば、それぞれ１７ｍｍ程度とすることができる。但し、凹部３０ｙは
半導体チップ２０が配置される部分であるため、凹部３０ｙの幅Ｗ４×奥行きＤ４は、半
導体チップ２０の幅×奥行きよりも若干大きくなるように適宜決定される。又、第１部材
３１の厚さ（凹部３０ｙの深さ）Ｔ１は、裏面に両面粘着剤３８が貼り付けられた半導体
チップ２０の厚さと同程度になるように適宜決定される。
【０１０７】
　凹部３０ｙは、例えば、支持体３０上に凹部３０ｙを形成する領域のみを露出するレジ
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スト層を形成し、レジスト層をマスクとして支持体３０をブラスト処理することにより形
成できる。なお、ブラスト処理とは、研磨剤を被処理物に高圧で吹きつけ、被処理物の表
面を機械的に研磨する処理をいう。その後、第１の実施の形態の図３～図１２に示す工程
を実行することにより、図２０に示す半導体パッケージ１０Ｄが完成する。
【０１０８】
　なお、図２０や図２１では、凹部３０ｙの内側面の断面形状が直線状に描かれているが
、凹部３０ｙの内側面の断面形状は直線状でなくても良く、例えば、凹型Ｒ形状等の曲線
状であってもよい。
【０１０９】
　このように、第３の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様の効果を奏するが、
更に、以下の効果を奏する。すなわち、内側面がテーパ状の凹部を有する支持体を用いる
ことにより、半導体チップの側面と凹部のテーパ状の内側面との隙間に樹脂部を充填する
ことが容易となる。
【０１１０】
　以上、好ましい実施の形態及びその変形例について詳説したが、上述した実施の形態及
びその変形例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱すること
なく、上述した実施の形態及びその変形例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【０１１１】
　例えば、第３の実施の形態において、第２の実施の形態と同様に単一材料からなる支持
体にテーパ状の凹部を設けてもよい。又、第３の実施の形態において、第１の実施の形態
の変形例１と同様に第１部材と第２部材をプラズマ接合してもよい。又、第２の実施の形
態や第３の実施の形態と第１の実施の形態の変形例２又は３を組み合わせてもよい。
【０１１２】
　又、支持体の半導体チップの裏面側を研磨し、半導体チップの裏面を露出させてもよい
。これにより、半導体チップの放熱性を向上できる。更に、半導体チップの裏面に、ヒー
トスプレッダ等の放熱部品を接合してもよい。これにより、半導体チップの放熱性を一層
向上できる。
【０１１３】
　又、支持体の半導体チップの裏面側を研磨する際に、半導体チップの裏面側も研磨し、
半導体チップを薄型化してもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ　半導体パッケージ
　２０　半導体チップ
　２０ａ　半導体チップの主面
　２１　半導体基板
　２２　電極パッド
　２３　突起電極
　３０、６０　支持体
　３０ａ　支持体の一方の面
　３０ｘ、３０ｙ、６０ｘ　凹部
　３１　第１部材
　３２　第２部材
　３５　空隙部
　３８　両面粘着剤
　３９　樹脂部
　４０　配線構造体
　４１　第１絶縁層
　４１ｘ　第１ビアホール
　４２　第１配線層
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　４３　第２絶縁層
　４３ｘ　第２ビアホール
　４４　第２配線層
　４５　第３絶縁層
　４５ｘ　第３ビアホール
　４６　第３配線層
　４７　ソルダーレジスト層
　４７ｘ　開口部
　４９　外部接続端子
　５７　ダイシングブレード
　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３　厚さ
　Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４、Ｗ５　幅
　Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５　奥行き

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(22) JP 5636265 B2 2014.12.3

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(23) JP 5636265 B2 2014.12.3

【図１９】 【図２０】

【図２１】



(24) JP 5636265 B2 2014.12.3

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－０９５８３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２１９５１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１６５１９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０９２１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２３１６３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５０６６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１６１７３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２－２３／１５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

